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保
険
料
の
納
付
期
限
は
翌
月
末

（
４
月
分
は
５
月
末
）
で
す
。

　

毎
月
の
保
険
料
の
納
付
を
口
座

振
替
の
早
割
制
度
（
当
月
末
振
替
）

に
す
る
と
、
保
険
料
が
月
々
50
円

割
引
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
分
か
ら
１
年
分
の

保
険
料
を
納
付
書
で
平
成
29
年
５

月
１
日
ま
で
に
ま
と
め
て
納
付

（
１
年
前
納
）
す
る
と
、
保
険
料
が

年
間
３
５
１
０
円
の
割
引
と
な
り

ま
す
。
手
元
に
納
付
書
が
な
い
場

合
は
草
津
年
金
事
務
所
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

口
座
振
替
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
１
年
、
２
年
前
納
は

受
付
を
終
了
し
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
20
歳

以
上
の
学
生
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定

基
準
額
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ

る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。
次
の
３
つ
を
持
っ
て
、
市
役
所
か
年
金
事

務
所
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
手
帳

②
印
鑑

③ 

申
請
す
る
学
年
の
在
学
証
明
書
か
学
生
証

（
学
生
証
の
複
写
の
場
合
は
表
裏
両
面
を

複
写
し
た
も
の
）

※ 

承
認
期
間
は
原
則
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
で
、
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

将
来
支
給
さ
れ
る
「
老
齢
基
礎
年
金
」
、
万
一

の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎
年
金
」
や

「
遺
族
基
礎
年
金
」
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
期
間
は
保
険
料
納
付
期
間
と
し
て
、
老

齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

承
認
さ
れ
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て

３
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合

は
、
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
額
が
つ

き
ま
す
。

　平成26年12月から進めていた石部小学校の改築工事が終了し、プール棟と、グラウンド・外構が完成しました。

　グラウンドは、雨水を効果的に浸透・貯留させる技術を用いることで雨水の流出を抑え、砂が舞うのも防ぎます。

問 教育総務課〔西庁舎〕

　☎77 ● 7010　 77 ● 4101

石部小学校の

　プール・グラウンドが

　　 完成しました

▲プール▲グラウンド

平
成
29
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
月
額
１
６
４
９
０
円

で
す
！ 国

民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

学
生
納
付
特
例
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か
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